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○ 庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等 交 付 要 綱  

令 和 ４ 年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 4号  

改 正  

令 和 ６ 年 ３ 月 2 6日 告 示 第 3 0号  

庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、高 齢 者 、障 害 者 等（ 施 設 等 に 入 所 し て い る 者 を 除 く 。以 下「 高 齢 者 等 」と い う 。）

の 見 守 り 活 動 を 伴 う 移 動 販 売 を 行 う 事 業 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 及 び 奨 励 金 （ 以 下 「 補 助

金 等 」 と い う 。 ） を 交 付 し 、 日 常 生 活 に 必 要 な 食 料 品 等 の 購 入 が 困 難 な 高 齢 者 等 を 対 象 と し た 当 該

事 業 の 継 続 を 支 援 す る こ と に よ り 、 高 齢 者 等 の 買 い 物 に 係 る 利 便 性 の 向 上 及 び 安 心 ・ 安 全 な 生 活 環

境 の 確 保 を 図 る た め 、 当 該 補 助 金 等 の 交 付 に 関 し 、 庄 原 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 平 成 1 7年 庄 原 市 規 則 第

4 6号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  移 動 販 売  商 品 を 販 売 す る た め の 設 備 を 備 え 付 け た 車 両 を 使 用 し 、 日 常 生 活 に 欠 か せ な い 食

料 品 （ 精 肉 、 鮮 魚 及 び 青 果 の 内 ２ 品 以 上 を 含 む も の と す る 。 ） 、 日 用 雑 貨 品 等 の 販 売 （ 特 定 の 販

売 品 目 の み の も の 、 車 内 で 調 理 加 工 し た 食 品 等 を 販 売 す る も の 、 特 定 の 世 帯 若 し く は 施 設 に 訪 問

す る も の 又 は 商 品 の み を 配 達 す る も の を 除 く 。 ）  

(２ )  移 動 販 売 車  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） が 、 専 ら 移 動 販

売 に 用 い る 車 両  

(３ )  見 守 り 活 動  次 の い ず れ に も 該 当 す る 活 動  

ア  高 齢 者 等 の 日 常 生 活 等 の 状 況 を 確 認 す る と と も に 、 異 常 と 思 わ れ る 状 況 を 発 見 し た 場 合 に 関

係 行 政 機 関 に 連 絡 す る こ と 。  

イ  ア に 定 め る 内 容 を 実 施 す る 対 象 の 高 齢 者 等 が 属 す る 世 帯 の 数 が 、 月 に 1 5以 上 で あ る も の  

ウ  事 業 計 画 期 間 内 に お い て 、 ア に 定 め る 内 容 を 、 イ に 定 め る 世 帯 に つ い て 月 １ 回 以 上 実 施 す る

も の  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 等 の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す

る 者 と す る 。  

(１ )  市 内 に 主 た る 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す る 法 人 、 個 人 事 業 主 若 し く は Ｎ Ｐ Ｏ 又 は 法 人 格 を
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有 す る 自 治 振 興 区  

(２ )  移 動 販 売 を 週 ２ 日 以 上 行 い 、 当 該 移 動 販 売 に お い て 見 守 り 活 動 を 行 う 者  

(３ )  市 税 を 滞 納 し て い な い 者  

(４ )  移 動 販 売 の 実 施 に 必 要 な 資 格 等 を 有 し 、 又 は 有 す る 見 込 み が あ る 者  

（ 補 助 金 等 の 種 別 ）  

第 ４ 条  本 要 綱 に 基 づ き 交 付 す る 補 助 金 等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(１ )  移 動 販 売 車 購 入 等 補 助 金  移 動 販 売 車 の 購 入 又 は 更 新 に 係 る 経 費 に 対 す る 補 助 金  

(２ )  高 齢 者 等 見 守 り 活 動 奨 励 金  補 助 対 象 者 が 実 施 す る 見 守 り 活 動 に 対 す る 奨 励 金  

（ 補 助 対 象 経 費 等 ）  

第 ５ 条  補 助 金 等 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。 ） 、 交 付 額 等 は 、 別 表 に

定 め る と お り と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  申 請 者 は 、 庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  事 業 計 画 書  

(２ )  補 助 対 象 経 費 の 算 出 の 根 拠 と な る 資 料 又 は 見 積 書  

(３ )  納 税 証 明 書 （ 完 納 証 明 書 ）  

(４ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 等 の 交 付 を 決 定

し た と き は 庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 交 付 し な

い こ と を 決 定 し た と き は 庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に

よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 概 算 払 い ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 し た 後 に お い て 、 当 該 交 付 決 定 を 受 け た 事 業 （ 以 下 「 補

助 事 業 」 と い う 。 ） の 円 滑 な 遂 行 を 図 る 上 で 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定

を 受 け た 補 助 対 象 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） の 申 請 に 基 づ き 、 移 動 販 売 車 購 入 等 補 助 金 に

限 り 、 交 付 決 定 額 の 範 囲 内 に お い て 概 算 払 い す る こ と が で き る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 概 算 払 い を 受 け よ う と す る と き は 、 補 助 金 概 算 払 請 求 書 （ 様 式

第 ４ 号 ） に 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 実 績 報 告 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 速 や か に 庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等

実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 額 の 確 定 ）  

第 1 0条  市 長 は 、 前 条 の 実 績 報 告 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 そ の 報 告 に 係 る 補 助 事 業 の 成

果 が 補 助 金 等 の 交 付 決 定 の 内 容 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 交 付 す べ き 補 助 金 等 の 額 を 確 定 し 、 庄

原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補 助 金 等 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 1 1条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 等 の 交 付 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 庄 原 市 買 物 弱 者 対 策 支 援 事 業 補

助 金 等 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 帳 簿 の 備 付 ）  

第 1 2条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿 を 備 え 付 け 、 当 該 事 業 が 完

了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 3条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 ま で に 、 こ の

告 示 に よ り 交 付 決 定 し た も の に つ い て な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 2 6日 告 示 第 3 0号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

区 分  補 助 対 象 経 費 等  交 付 額 等  

移 動 販 売 車 購 入 等

補 助 金  

移 動 販 売 車 の 購 入 又

は 更 新 に 係 る 経 費  

補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ 以 内 で 、1 5 0万 円 を 限 度 と す

る 。 た だ し 、 当 該 事 業 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌

年 度 か ら ５ 年 以 上 継 続 し て 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  
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高 齢 者 等 見 守 り 活

動 奨 励 金  

補 助 対 象 者 が 実 施 す

る 見 守 り 活 動  

中 欄 の 活 動 の 対 象 と な っ た 世 帯 の 数 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 次 に 定 め る 額 と す る 。 た だ し 、 地 域 で 開 催 さ れ る サ

ロ ン 等 の 集 ま り 場 に お け る 世 帯 数 の 取 扱 い に つ い て

は 、 別 に 定 め る 基 準 に よ る 。  

(１ )  1 5世 帯 以 上  月 額 1 0 , 0 0 0円  

(２ )  3 0世 帯 以 上  月 額 1 5 , 0 0 0円  

(３ )  4 0世 帯 以 上  月 額 2 0 , 0 0 0円  

(４ )  5 0世 帯 以 上  月 額 3 0 , 0 0 0円  

備 考  上 記 交 付 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。  

様 式 （ 省 略 ）  


